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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月10日(2018.8.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明においては、水ガラスと硫酸アルミニウム水溶液を、ケイ素／アルミニウムモル
比が０．７～１．３、好ましくは０．９～１．２であり、かつ混合時のｐＨが３．５～４
．８となるように混合することが必要である。
　上記の所定の範囲になるように混合するための方法は特に限定されないが、水ガラス及
び硫酸アルミニウムについて、それぞれ所定の濃度の溶液となるように溶液を調製した後
、これらを混合するのが好ましい。
　具体的には、硫酸アルミニウムについては、純水に溶解させることにより、所定の濃度
の水溶液を調製する。また、水ガラスについては、該硫酸アルミニウム水溶液と混合した
際に、ｐＨが３．５～４．８となるように、純水及び／又は水酸化ナトリウムにて希釈さ
せるか、あるいは純水で濃度調整した水酸化ナトリウム水溶液にて希釈させることにより
、所定の濃度の溶液を調製する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　実施例１、比較例２にて得られた生成物において、２９Ｓｉ固体ＮＭＲ測定を行った。
　実施例１のＣＰ／ＭＡＳ法による２９Ｓｉ固体ＮＭＲスペクトルを図３に、比較例２の
ＣＰ／ＭＡＳ法による２９Ｓｉ固体ＮＭＲスペクトルを図４に示す。実施例１で得られた
物質において－７６ｐｐｍ、－８８ｐｐｍ付近に見られた。一方、比較例２で得られた物
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質においては－７６ｐｐｍおよび－８４ｐｐｍ付近にピークが見られた。
　この－７６ｐｐｍに見られるピークは、ＯＨ－Ｓｉ－(ＯＡｌ)３に起因するものであり
、実施例１のピークは、ＯＨ－Ｓｉ－(ＯＡｌ)３に起因するスペクトルの他に、このスペ
クトルよりも１２ｐｐｍ小さいピークを有している。一方比較例２においてはＯＨ－Ｓｉ
－(ＯＡｌ)３に起因するピークと、このスペクトルより８ｐｐｍ小さいピークが見られた
。
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